
号

外

一�
令

和

五

年

三

月
二
十
八
日

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

総

務

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
警
察

職
員
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

(

広
報
県
民
課)

三
五

警

察

告

示

○
岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

(

広
報
県
民
課)

三
五

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
公
安
委
員
会(

以
下｢

公
安
委
員
会｣

と
い
う
。)

が
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下｢

法｣

と
い
う
。)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七

号
。
以
下｢

令｣

と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例(

令
和
四

年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

(

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
様
式)

第
二
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
と
お

り
と
す
る
。

(
開
示
請
求
書
の
様
式)

第
三
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
書
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

開
示
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
四
条

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日



一

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求(

以
下｢

開
示
請
求｣

と
い
う
。)

に
係

る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
三
号
様
式

二

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
四
号
様
式

２

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
五
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３

条
例
第
三
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
六
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

４

条
例
第
四
条
の
書
面
は
、
別
記
第
七
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

事
案
移
送
書
等
の
様
式)

第
五
条

法
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
案
の
移
送
は
、
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
の
書
面
は
、
別
記
第
九
号
様
式
の
と
お
り
と
す

る
。

(

意
見
照
会
書
等
の
様
式)

第
六
条

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
書
面
に
よ
り
行
う
場
合
の
当
該
書
面
は
、
別

記
第
十
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
十
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
八
十
六
条
第
三
項(

法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
書
面
は
、

別
記
第
十
一
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
方
法
等)

第
七
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
難

い
と
き
は
、
公
安
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
方
法
と
す
る
。

一

公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム(

電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ

て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
用
い
て
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録

当
該
電
磁
的
記
録
を
公
安
委
員
会
が

保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
若
し
く
は
再
生
し
た
も

の
の
閲
覧
若
し
く
は
視
聴
又
は
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
写
し
の
交
付

二

公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
電
磁
的
記
録

当
該
電
磁
的
記
録
を
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
用
い
て
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴

２

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
写
し
を
交
付
す
る
場
合
の
部
数
は
、
一
件
の
開
示
請
求
に

つ
き
一
部
と
す
る
。

(

開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
の
様
式)

第
八
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
の
書
面
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

訂
正
請
求
書
の
様
式)

第
九
条

法
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
書
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
の
と
お
り
と
す

る
。

(

訂
正
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
十
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正(

追
加
又
は
削
除
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
請
求

(

以
下｢

訂
正
請
求｣

と
い
う
。)

に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定

別

記
第
十
四
号
様
式

二

訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
十
五
号
様
式

２

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
十
六
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
十
七
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

４

法
第
九
十
五
条
の
書
面
は
、
別
記
第
十
八
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

訂
正
実
施
通
知
書
の
様
式)

第
十
一
条

法
第
九
十
七
条
の
書
面(

情
報
提
供
等
記
録(

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号)

第
二
十
三
条
第

一
項
及
び
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に

規
定
す
る
記
録
に
記
録
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。)

の
訂

正
を
実
施
し
た
旨
を
通
知
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
の
と
お
り

と
す
る
。

(

利
用
停
止
請
求
書
の
様
式)

第
十
二
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
請
求
書
は
、
別
記
第
二
十
号
様
式
の
と
お

り
と
す
る
。

(
利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
十
三
条

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止(

利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停
止
を

い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
請
求(

以
下｢

利
用
停
止
請
求｣

と
い
う
。)

に
係
る
保
有
個
人
情
報
の

全
部
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
二
十
一
号
様
式

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月28日 ( )２



二

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
二
十

二
号
様
式

２

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
二
十
三
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

４

法
第
百
三
条
の
書
面
は
、
別
記
第
二
十
五
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

審
査
会
諮
問
通
知
書
の
様
式)

第
十
四
条

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
第

二
十
六
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
公
安
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号)

は
、
廃
止
す
る
。

( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �31
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( ) 令和５年３月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �33
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岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
警
察
職
員
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
警
察
職
員
に
関
す
る
規
則
を
廃

止
す
る
規
則

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
四
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
警
察
職
員
に
関
す
る
規
則(

平
成
十

八
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

警

察

告

示

岐
阜
県
警
察
告
示
第
一
号

岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

岐
阜
県
警
察
本
部
長

大

濱

健

志

岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
岐
阜
県
警
察
本
部
長(

以
下｢

警
察
本
部
長｣

と
い
う
。)

が
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。

以
下｢

法｣

と
い
う
。)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七

号
。
以
下｢

令｣

と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例(

令
和
四

年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

(

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
様
式)

第
二
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
と
お

り
と
す
る
。

(

開
示
請
求
書
の
様
式)

第
三
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
書
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

開
示
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
四
条

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求(

以
下｢

開
示
請
求｣

と
い
う
。)

に
係

る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
三
号
様
式

二

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
四
号
様
式

２

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
五
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３

条
例
第
三
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
六
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

４

条
例
第
四
条
の
書
面
は
、
別
記
第
七
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

事
案
移
送
書
等
の
様
式)

第
五
条

法
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
案
の
移
送
は
、
別
記
第

八
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
の
書
面
は
、
別
記
第
九
号
様
式
の
と
お
り
と
す

る
。

(

意
見
照
会
書
等
の
様
式)

第
六
条

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
書
面
に
よ
り
行
う
場
合
の
当
該
書
面
は
、
別

記
第
十
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
十
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
八
十
六
条
第
三
項(

法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
書
面
は
、

別
記
第
十
一
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
方
法
等)

第
七
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
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種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
難

い
と
き
は
、
警
察
本
部
長
が
適
当
と
認
め
る
方
法
と
す
る
。

一

警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム(

電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ

て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
用
い
て
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録

当
該
電
磁
的
記
録
を
警
察
本
部
長
が

保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
若
し
く
は
再
生
し
た
も

の
の
閲
覧
若
し
く
は
視
聴
又
は
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
写
し
の
交
付

二

警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
電
磁
的
記
録

当
該
電
磁
的
記
録
を
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
用
い
て
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴

２

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
写
し
を
交
付
す
る
場
合
の
部
数
は
、
一
件
の
開
示
請
求
に

つ
き
一
部
と
す
る
。

(

開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
の
様
式)

第
八
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
の
書
面
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

訂
正
請
求
書
の
様
式)

第
九
条

法
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
書
は
、
別
記
第
十
三
号
様
式
の
と
お
り
と
す

る
。

(

訂
正
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
十
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正(

追
加
又
は
削
除
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
請
求

(

以
下｢

訂
正
請
求｣

と
い
う
。)

に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定

別

記
第
十
四
号
様
式

二

訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
訂
正
を
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
十
五
号
様
式

２

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
十
六
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
十
七
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

４

法
第
九
十
五
条
の
書
面
は
、
別
記
第
十
八
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

訂
正
実
施
通
知
書
の
様
式)

第
十
一
条

法
第
九
十
七
条
の
書
面(

情
報
提
供
等
記
録(

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号)

第
二
十
三
条
第

一
項
及
び
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に

規
定
す
る
記
録
に
記
録
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。)

の
訂

正
を
実
施
し
た
旨
を
通
知
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
の
と
お
り

と
す
る
。

(

利
用
停
止
請
求
書
の
様
式)

第
十
二
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
請
求
書
は
、
別
記
第
二
十
号
様
式
の
と
お

り
と
す
る
。

(

利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
十
三
条

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止(

利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停
止
を

い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
請
求(

以
下｢

利
用
停
止
請
求｣

と
い
う
。)

に
係
る
保
有
個
人
情
報
の

全
部
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
二
十
一
号
様
式

二

利
用
停
止
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
利
用
停
止
を
す
る
旨
の
決
定

別
記
第
二
十

二
号
様
式

２

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
二
十
三
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

３

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面
は
、
別
記
第
二
十
四
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

４

法
第
百
三
条
の
書
面
は
、
別
記
第
二
十
五
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
警
察
本
部
長
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
警
察
告
示
第

一
号)

は
、
廃
止
す
る
。
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